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令和５年度 公共事業評価調書 

【再評価（平成 25年度事前評価）】 
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１ 事業の概要                          

（１）事業地の概要 

事業地のある京都府北部の舞鶴
まいづる

市内は、京都縦貫自動車道、舞鶴若狭
わ か さ

自動車道

の整備が進み、また京都舞鶴港（重要港湾舞鶴港）が日本海側拠点港に選定され

るなど、物流・人流の拠点としての発展が期待されている地域である。  

事業路線である主要地方道小倉西
お ぐ ら に し

舞鶴線は、舞鶴市字小倉の国道２７号を起点

とし、舞鶴市字引土
ひきつち

で国道２７号に接続する約１１ｋｍの道路で、市街地を東西

に貫き、舞鶴若狭自動車道へのアクセスなど 

重要な役割を担う路線であり、第 2 次緊急輸 

送道路※1 にも指定されている。周辺では小倉 

西舞鶴線倉谷
くらたに

工区や国道２７号西舞鶴道路、 

臨港道路上安
か み あ

久
ぐ

線等の関連道路も着実に整備 

が進んでいる。  

本事業は、幅員狭小で大型車の離合困難な 

現在のトンネル（白鳥隧
ずい

道
どう

）の前後約１．４ 

ｋｍを２車線から４車線に改良する計画であ 

る。 

本事業区間の整備により、慢性的な渋滞の 

解消、歩道設置による安全対策等を図るもの 

である。 
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宮津市

宮津市

綾部市
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京 丹波 町

南 丹 市

中丹西土木事務所 中丹東土木事務所

大野ダ

事業箇所 港湾局 

図-１ 広域位置図 

小倉 

引土 

図-２ 広域道路網図 
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※１ 緊急輸送道路 

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線 

ア 第１次緊急輸送道路 

・府庁と総合庁舎（宇治
う じ

、亀岡
かめおか

、舞鶴、峰山
みねやま

）を連絡する道路 

・他府県からの広域輸送道路（高速道路、一般国道の指定区間等） 

・重要港湾舞鶴港を連絡する道路 

イ 第２次緊急輸送道路 

・第１次緊急輸送道路と市町村役場等、その他の防災拠点を連絡する道路 

 

 

 
  

図-３ 事業位置図 

小倉 

引土 
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（２）事業の目的 

Ⅰ 安全で円滑な交通の確保 

小倉西舞鶴線は、人口が集中している東西舞鶴市街地を最短経路で結ぶ路線であ

り、交通量は２万台弱／日と非常に多いが、昭和２５年に築造され、老朽化が進行

している現在のトンネル（その前後区間を含む。）は幅員が狭小で、大型車等の円

滑な離合が困難なため、慢性的な渋滞を引き起こしている。 

また、当該区間では、年間約 2 件（過去１０年平均）の死傷事故が発生しており、

府管理道路の平均水準の約 3 倍※2 と高く、歩道も無いため、歩行者と自動車の接触

事故も発生している。 

本事業によりトンネル拡幅を含めた前後区間を４車線化し、歩道を整備すること

で、走行性及び安全性の向上を図る。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※2 府管理道路の平均水準の 3 倍 
 府管理道路の全⾧と、府管理道路で過去１０年に発生した全死傷事故発生件数との割合を、本事業区間の延⾧

に換算することで算出した数値を府管理道路の平均水準として比較を行った。 

図-４ 人口集中地区（平成 27年度国勢調査） 

図-５ 事業箇所における死傷事故発生件数 

写真-１ 現在の状況（自転車混

写真-２ 現在の状況（交通集中） 

図-６ 現在のトンネル幅員及び状況 

漏水 

覆工の腐食 
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Ⅱ 地域振興を支援 

 舞鶴市は、舞鶴市立地適正化計画（平成３０年４月策定）に基づき、西舞鶴と東

舞鶴の市街地に都市機能を集積し、利便性が高く効率的で暮らしやすいまちづくり

（舞鶴版コンパクトシティ）に取り組んでいる。 

 これら都市拠点間を連絡する小倉西舞鶴線は、基幹的公共交通軸に位置付けられ

ている路線バス（東西循環線バス）のルートにもなっており、地域の生活を支える

重要な道路である。本事業で道路整備を進めることにより、舞鶴市が進めるまちづ

くりを支援し、地域振興の発展に寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図-７ コンパクトシティと交通ネットワークの構築イメージ 

出典：第３次舞鶴市都市計画マスタープラン資料を加工 

事業箇所 
（白鳥工区） 
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Ⅲ 京都舞鶴港背後地の経済活動を支援 

 京都舞鶴港は、近畿圏における日本海側 

の唯一の国際物流ターミナルであり、機能 

拡充が進められている。また、交通基盤整 

備により周辺地域へとの連携が図れ、同港 

の背後地となる近隣の工業団地内において、 

生産施設の増設等の民間投資が進んでいる。 

本事業により京都舞鶴港、近隣工業団地、 

舞鶴若狭自動車道等を連絡する重要路線の 

整備を進めることにより、地域の経済活動を支援する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図-８ 京都舞鶴港と周辺工業団地位置図 

写真-３ 工場増設の事例（倉谷工業団地内） 

H31 年 3 月竣工 
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Ⅳ 防災機能の向上 

 事業区間は令和４年３月に第２次緊急輸送道路に指定され、国道２７号の代替機
能を有しているが、トンネルの前後は急峻な斜面が切り立ち、土砂災害警戒区域及
び土砂災害特別警戒区域※3 にも指定されている。 
 ４車線事業と併せて、法面対策工を施すことにより、防災機能及び通行者の安全
性の向上を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

※3 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 
 『土砂災害警戒区域（イエローゾーン）』は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれが

あると認められる土地の区域 

 『土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）』は『土砂災害警戒区域（イエローゾーン）』のうち、建築物に損壊が生

じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 

JR 舞鶴線 

至 西舞鶴市街地 

Ｈ30 年 7 月法面崩壊時写真 

図-９ 土砂災害特別警戒区域等位置図 

写真-４ 土砂災害の状況 

（主）小倉西舞鶴線（白鳥） L=1.4km 

凡例 
土砂災害警戒区域 
土砂災害特別警戒区域 
防災点検要対策箇所 

トンネル 

H27.3.27 指定 
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（３）事業内容 

 

項  目 内  容 

路 線 名 主要地方道 小倉西舞鶴線 

事 業 主 体 京都府 

事 業 箇 所 舞鶴市字森
もり

～舞鶴市字上安
うえやす

 
延⾧・幅員 延⾧：１．４ｋｍ 

幅員：１３．０ｍ（１７．５ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画交通量※4 １９，６００台/日（令和２２年予測交通量） 

道路の区分※5 第４種第１級 

上位計画 〇京都府総合計画（中丹地域振興計画）（令和４年１２月） 

市街地間や市街地外縁の交流活動を促進し、良好な市街地形

成に寄与する道路 

〇第７次舞鶴市総合計画 後期実行計画（令和５年７月） 

 舞鶴東西市街地間の連結強化を図るための道路 

 
 

  

黒字：改良後幅員 

5 0 03 2 5 03 2 5 05 0 0

7 5 0 0

路
肩

路
肩

5 0 0

施
設
帯

2 0 0 0

歩
道

2 5 0 0

5 0 0 3 2 5 0 3 2 5 0 5 0 0

7 5 0 0

路
肩

7 5 07 5 0

4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0

6 8 0 0

路
肩 東行き西行 き

7 5 0 1 0 0 0 0

※4 計画交通量 
当該区間を将来通行する自動車の 1 日当たりの交通量（令和２２年時点の予測交通量）。 

※5 道路の区分 
道路の各種の規格を決める基準である「道路構造令」において、道路の種類（高速自動車国道とその他の道路）、道

路の存する地域（都市部と地方部）、地形の状況（平地部と山地部）、計画交通量に応じて分類し、道路に求められる

機能を実現していくこととしている。 

表-１ 事業内容 

青字：現状幅員 

トンネル部 

＜既設トンネル拡幅＞ ＜新設トンネル＞ 

土工部 

既設トンネル 

拡幅後トンネル 

1 0 0 03 2 5 03 2 5 05 0 0

7 0 0 0

路
肩

路
肩

5 0 0
施
設
帯

2 0 0 0

歩
道

2 5 0 0

1 7 5 0 0

3 2 5 03 2 5 0 5 0 0

中
央
帯

7 0 0 0
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図-１０ 事業概要図 

＜既設トンネル拡幅＞ 

1 0 0 03 2 5 03 2 5 05 0 0

7 0 0 0

路
肩

路
肩

5 0 0
施
設
帯

2 0 0 0

歩
道

2 5 0 0

1 7 5 0 0

3 2 5 03 2 5 0 5 0 0

中
央
帯

7 0 0 0

土工部 
トンネル部 

B-B‘ 

B-B’断面 

C-C‘ 

C-C’断面 

D-D‘ 

D-D’断面 

A-A‘ 

3 2 5 03 2 5 0
5 0 0

7 5 0 0

路
肩

路
肩

5 0 0
7 5 01 5 0 01 5 0 0

路
肩

5 0 0
3 2 5 03 2 5 0

路
肩

5 0 0
2 5 0 0 1 5 0 0

7 5 0 0

1 0 0 0 0

歩
道西 行き 東 行き

A-A’断面 
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２ 事業の進ちょく状況                      

（１）進ちょく状況 

平成２６年度に事業着手し、調査設計・用地買収・道路築造を進め、現在、新
設トンネルおよび前後の道路築造工事を進めている。 

 
 
 

  

全体事業費 774.10 億円 

（うち、用地費） ( 6.0 億円) 

令和 5 年度末までの投資事業費 

（金額ベースの進ちょく率） 

36.7 億円 

(進ちょく率 50％) 

（うち、用地費） 

（面積ベースの進ちょく率） 

( 5.9 億円) 

(進ちょく率 98％) 
 
 

年度 主たる内容 

Ｈ２６ 

～Ｒ１ 

測量、土質調査、用地買収、道路・法面・トンネル詳細設計、 

水文調査、地盤改良工事 

Ｒ２ 用地買収、水文調査、地盤改良工事、法面・道路築造工事 

Ｒ３ 用地買収、水文調査、新設トンネル工事、法面・道路築造工事 

Ｒ４ 
用地買収、既設トンネル拡幅詳細設計、水文調査 

新設トンネル工事、法面・道路築造工事 

Ｒ５ 
用地買収、既設トンネル拡幅詳細設計、水文調査 

新設トンネル工事、法面・道路築造工事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-３ 進ちょく状況 

表-２ 投資事業費 
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（２）全体事業費の変化 

事業を進める中で、事業実施前に想定した条件との相違が明らかになった場

合は、逐次、最新の条件に照らし、計画を見直し、対応方針を決定する必要が

ある。 

今般、事業費を精査した結果、以下の増減額要因により、前回評価時から全

体事業費が約４６億円増となる見通し。 

 
 
 

 前回評価時 今回評価時 増減 

全体事業費 ２９億円 ７４億円 ＋４６億円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な増減額要因 増減額 

① 資機材費・労務費等の上昇 ＋２５．９億円 

小計：物価上昇等(①) ＋２５．９億円 

② 交差点形状及び断面構成の見直し ＋ ３．８億円 

③ 法面工の工法変更 ＋ ８．０億円 

④ 軟弱地盤対策の追加 ＋ １．３億円 

⑤ トンネル掘削工法等の変更 ＋ ６．５億円 

小計：計画変更(②～⑤) ＋１９．６億円 

合計 ＋４５．５億円 

表-４ 全体事業費の変化 
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（主な増額要因） 

① 資機材費・労務費等の上昇             (増 約２５．９億円) 

資機材費・労務費等の上昇は、現在の事業費を算定する際に基準とした平成２

５年度以降、労務単価及び資材単価の上昇や一般管理費率の改定等の積算方法が

見直されたことによるもので、計画変更に伴う増減額要因により変化した全体事

業費約４８億円に対して、本事業では特に上昇率が大きいトンネル特殊工や鋼材

を主とするトンネル工事に係る単価上昇により２５．９億円増となるもの。 
 
 前回評価時 今回評価時 

計画変更 

今回評価時 

物価上昇等 

単位：億円 

 

増額 単価 Ｈ２５年 Ｈ２５年 Ｒ５年 

工事費 ２８．６億円 ４８．２億円 ７４．１億円 ＋２５．９億円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な上昇項目 H25 事前評価 R5 再評価 上昇率 

トンネル特殊工 21,300(円/人) 39,200(円/人) 1.84 倍 

鋼材 105,000(円/t) 175,000(円/t) 1.67 倍 

スライドセントル損料 135,425(円/m) 280,213(円/m) 2.07 倍 

 

 

 

表-５ 物価上昇による全体事業費の変化 

計画変更（②～⑤） 物価上昇等（①）：約 1.５倍 

表-６ 本事業における主な上昇項目（舞鶴市） 

前回評価時 今回評価時 

図-11 京都府内における資材単価の推移 

（全地域の平均） 

図-12 京都府内における労務単価の推移 
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② 交差点形状及び断面構成の見直し          (増 約３．８億円) 

 本線と市道の交差点は、前回評価時には沿道条件を重視し、現況勾配による取り

付け形状としていたが、公安委員会との協議により、冬季のスリップ事故が多い状

況から、縦断勾を緩勾配（２．５％）以下とする縦断計画に変更するもの。 

これにより、交差点位置が現況から西へ約 80m 移動することで、取り付け道路

の線形変更範囲が拡大した。 

また、当初は沿道施設へ自由な出入りが出来るよう中央分離帯を設置しない区間

を設けていたが、協議により本線の安全かつ円滑な交通を確保するため、全線に中

央分離帯を設置し、沿道から本線への出入りを集約化する側道を設けるもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-１３ 交差点位置変更 

VCL=50 
VCL=50 
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図-１４ A-A’断面 

図-１５ 側道追加範囲 

図-１６ B-B’断面 

中央分離帯 
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③ 法面工の工法変更                    (増 約８億円) 

事業着手前にあっては、既存文献や現地踏査により現況斜面の地山性状を想定

することが一般的であり、本事業においても切土法面区間の概略設計では、同調

査から法枠工や鉄筋挿入工、植生基材吹付工による対策を想定していた。 

しかし、詳細設計にあたって、地質構造をより正確に把握するため土質調査を

実施した結果、不安定な土塊が確認され、法面が円弧すべりによる崩壊を起こす

可能性が判明したため、より強固な法面対策工に変更するもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-１７ 法面対策工の追加 

図-１８ 法面箇所図 
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④ 軟弱地盤対策の追加                 (増 約１．３億円) 

 事業着手前にあっては、既存文献や現地踏査により現況地盤を想定することが

一般的である。本事業の概略設計では現道造成時の既往資料を確認し、地盤改良

等を実施していなかったため、本事業でも不要と判断していた。 

 しかし、詳細設計にあたって、土質構造や地盤特性を把握するため、本道路の

盛土区間において基礎地盤の土質調査を実施した結果、終点側土工区間において

軟弱な地層（砂質粘土等）が厚く堆積し、円弧すべりによる破壊が発生する可能

性が高いことが判明したため、地盤改良工を追加した。 

 また、起点側土工区間においても、構造物の基礎部に脆弱な旧盛土が存在する

ことが判明したが、当該区間はＪＲ舞鶴線と近接しており、大規模な地盤改良が

できないため、軽量盛土工等に変更するもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-１９ 軟弱地盤対策工の追加 

図-２０ 地盤改良工 図-２１ EPS（軽量盛土）工法 
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⑤ トンネル掘削工法等の変更              (増 約６．５億円) 

 前回評価時は、既存の文献や現地踏査などを基にした支保構造を想定していた
が、ボーリング調査等を実施し詳細設計を行った結果、当初想定していたよりも
低土被り区間（支保パターンＤⅢ）が増え、全掘削延⾧の約７５％（事前評価時
約５３％）を占めることが判明したため、その区間について坑口部と同等の支保
構造に変更するもの。 
 また、本トンネルの施工については、市街地（住宅、事業所）に近接している
こと、土被りの薄い区間の掘削であることから、機械掘削としていたが、延⾧約
６０ｍにわたって堅硬な岩が出現し標準工法による施工が不可能となったため、
その区間については、掘削の補助として、切羽に無数の窄孔を行い亀裂を生じさ
せたのちブレーカー等で掘削を行う「割岩工法」を併用した機械掘削に変更する
もの。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考：懸念されるリスク〉既設トンネル拡幅工事における不確定要素 

 既設トンネルについては、拡幅掘削することとしているが、既設トンネル覆工
背面に空洞があると施行中などに岩塊が落下する可能性がある。このため、事前
に全延⾧にわたり空洞調査を実施しているが、明らかな空洞以外に土砂が覆工背
面にたまっているなど、正確に空洞状況を把握することが困難な状況にある。ま
た、空洞調査では、地山の緩みまで捉えることはできず、作業中の安全性確保の
ため地山の補強が必要なケースも過去には発生している。 

図-２２ 地質縦断図及び支保パターン割合 
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 このため、今回発見された、最大深さ８0ｃｍの空洞が連続し、かつ地山補強が
必要となる場合を想定すると、さらに約３億円事業費が増える可能性がある。 

なお、この場合においても費用便益比（Ｂ／Ｃ）は１．１７となり、効率性は
確保される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図-２３ 空洞調査結果 
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３ 事業を巡る社会経済情勢等の変化                  

（１）事業を巡る社会情勢の変化 

前回評価時（平成２５年度）以降、事業を巡る社会経済情勢等は次の様に変化
しており、その変化を踏まえても、本事業の必要性に変わりはない。 
 

事業の目的 社会経済情勢等の変化 本事業の必要性 

Ⅰ 安全で円滑な

交通の確保 

 

 トンネル拡幅を

含めた前後区間を

４車線化し、歩道を

整備することで、走

行性及び安全性の

向上を図る。 

全国道路・街路交通情勢調査※６

の結果を見ると、事業区間におけ

る自動車類の交通量が１７，４７

７台/日と前回調査に比べて１０

２％と若干であるが増加してい

る。特に大型車の交通量が大きく

伸び、前回調査に比べて１５３％

に増加しており、交通需要、大型

車の混入率は増加傾向にある。 

 

 

前回評価時点より交

通量が増加しており、

事故発生件数も他の府

管 理 道 路 と 比 べ て 多

く、走行性及び安全性

向上に資する本事業の

必 要 性 は 高 ま っ て い

る。 

 

Ⅱ 地域振興を支   

  援 

 

東西の市街地を

結ぶ道路ネットワ

ークを強化するこ

とにより、舞鶴市が

進めるまちづくり

を支援し、地域振興

の発展に寄与する。 

 舞鶴市は、舞鶴市立地化適正計

画を平成３０年４月に策定し、JR

東舞鶴駅と JR 西舞鶴駅周辺に都

市機能を集積することとしてお

り、利便性が高く効率的で暮らし

やすいまちづくりに取り組んでお

り、本路線は、都市拠点間を連絡

する重要路線に位置付けられてい

る。 

 

 

 

前回評価時以降に、

基幹的公共交通軸であ

る東西循環線バスの路

線に位置付けられてお

り、地域振興を支援す

るうえで、拠点間の円

滑な交通を確保する本

事業の必要性は高まっ

ている。 

表-７ 社会経済情勢等の変化 

※６ 全国道路・街路交通情勢調査 国土 

交通省が主体となって定期的に実施してい

る、道路交通に関する全国規模の調査 



白鳥－21 
  

Ⅲ 京都舞鶴港背

後地の経済活

動を支援 

 

京都舞鶴港、近隣

工業団地、舞鶴若狭

自動車道等を連絡

する重要路線を整

備することにより、

地域の経済活動を

支援する。 

 

京都舞鶴港は現在、国及び府で

港湾施設の機能強化を進めている

ところであり、平成２９年度末に

は舞鶴国際ふ頭の機能強化事業が

完了し、岸壁が拡張され、コンテ

ナ船とバルク船（ばら積み貨物船）

の２隻同時荷役と大型クルーズ船

の接岸が可能となった。 

コンテナ取扱量は、舞鶴国際ふ

頭の供用を開始した平成２２年度

以降、年々増加傾向にあり、平成

２９年度の取扱量は３倍以上に増

加している。また、平成３０年度

には過去最大となる１６万ｔ級の

大型クルーズ船が入港した。 

前回評価時以降、舞

鶴港の機能強化により

コ ン テ ナ 取 扱 量 の 増

加、大型クルーズ船の

入港などがあり、物流、

人流を支える重要路線

を整備する本事業の必

要性は高まっている。 

Ⅳ 防災機能の向 

  上 

 

 ４車線事業と併

せて、トンネルの更

新と法面対策工を

行い、災害時の冗⾧

性を確保し、防災機

能の向上を図る。 

白鳥トンネルは昭和２５年に築

造され、築後７０年が経過し、老

朽化が進んでいる。本路線は国道

２７号の代替路にもなっており、

令和４年３月には第２次緊急輸送

道路にも指定され、機能強化が求

められている。 

また、平成２７年３月に、東側

坑口付近が土砂災害警戒区域及

び、土砂災害特別警戒区域に指定

された。 

平成３０年７月の豪

雨時、西側坑口付近で

は法面崩壊が発生する

など、防災機能向上に

資する本事業の必要性

は高まっている。 
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（２）京都府の中長期的な道路整備の方向性における位置付け 

本事業は、「京都のみち 2040※7」における、京都府が将来構想を実現するため
の道路施策のうち、「物流の高度化の促進」等の施策に合致し、京都府の将来に必
要な広域道路ネットワークのうち、物流及び人流（観光）に資する機能が求めら
れる道路に位置づけられており、事業の必要性が認められる。 

※7 京都のみち2040 

京都府総合計画で提示された将来像の実現を目指し、中⾧期的な道路施策の方向性及び目指すべき 

広域的な道路ネットワークのあり方を示すもの。令和元年12月に策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 年後の道路の姿 道路施策 該当 

日常生活を支え、すべて

の人にやさしい道 

安心・安全な道路空間の確保  〇 

歩きたくなる健康まちづくり  

市街地・街並みの形成  

交通結節点の利便性向上  

中山間地域における持続可能な交通の確保  

豊かな文化・景観資源を

活かし、相互に魅力を高

め合う道 

地域の文化を活かした道路空間の形成  

観光周遊の促進 〇 

効率的な移動を支え、産

業の発展を生み出す道 

物流の高度化の促進 ○ 

交通渋滞の解消 〇 

災害に強く持続可能な

社会をつくる道 

防災・減災、国土強靱化の推進 〇 

戦略的なアセットマネジメント   

環境にやさしい社会の仕組みの構築  

表-８ 京都のみち 2040 における将来構想を実現するための道路施策                
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図-２４ 京都府の将来に必要な広域道路ネットワーク 

事業箇所 
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４ 事業費の投資効果                       

（１）費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算出 

  前回評価時から総費用・総便益ともに増えており、費用便益費が１．０を上回

るので、本事業の効率性は確保できている。 

  なお、懸念されるリスクとして既設トンネル拡幅工事における覆工背面の空洞

や地山の緩みに対する対策に伴う事業費増を考慮した場合においても、費用便益

比（Ｂ／Ｃ）は１．１７であり、効率性は確保される見込みである。 

 

 

表－９ 費用便益比（社会的割引率４％）※８ 

項 目 
前回 今回 

残事業 
（基準年 H25） （基準年 R5） 

総便益（Ｂ） ３８．３億円 ７９．２億円 ７９．２億円 

総費用（Ｃ）  ２４．３億円   ６５．２億円   ２８．２億円 

Ｂ／Ｃ １．６ １．２ ２．８ 
※８ 最新の費用便益分析マニュアル【国土交通省 道路局都市局（令和４年２月）】に準じて算出。 

総便益及び総費用については、現在価値化（基準年の価値に換算）した数値である。前回は令和 

元年を基準に現在価値化、今回は令和５年を基準に現在価値化している。 

 
 

＜参考＞社会的割引率２％の場合 

表－１０ <参考>費用便益比（社会的割引率２％）※９ 

項 目 
前回 今回 

残事業 
（基準年 H25） （基準年 R5） 

総便益（Ｂ） ― １３７．５億円 １３７．５億円 

総費用（Ｃ） ―   ６７．１億円   ３２．１億円 

Ｂ／Ｃ ― ２．0 ４．２ 

※９ 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（共通編）【国土交通省（令和５年９月）】に 

準じ、参考値として社会的割引率を２％として費用便益比を算出。 
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■時間価値原単位の増加について 

前回評価時から費用便益分析マニュアルが改訂されており、算出の基礎とな

る時間価値原単位が車種により約２～２０％増加。 

 

 
車種 時間価値原単位  車種 時間価値原単位 

乗用車 40.10 乗用車 41.02 
バス 374.27 バス 386.16 

乗用車類 45.78 乗用車類 46.54 
小型貨物車 47.91 小型貨物車 52.94 
普通貨物車 64.18 普通貨物車 76.94 

※平成 20 年価格                   ※令和 2 年価格 

前回評価時のマニュアル（平成 20 年 11 月）              今回評価時のマニュアル（令和 4 年 2 月） 

 
（２）費用対効果以外の事業の有効性 

○日常生活に対する安心・安全の向上  

・歩道整備により歩行者の安全性が向上  

・老朽化した現行トンネルの安全性が向上  

 

○災害に対する安心・安全の向上  

・避難路のダブルネットワーク化により大規模災害時に円滑な避難が可能  

 

○地域の活力と魅力の向上  

・東西市街地の連携強化による一体的なまちづくり  

・京都舞鶴港と高速道路ネットワークの連携強化による物流・人流の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省近畿地方整備局舞鶴港湾事務所 撮影 

写真-５ 大型クルーズ船寄港状況 

表-１１ 車種別の時間価値原単位（単位：円/分・台）                 
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５ 事業進ちょくの見込み                     

用地買収については概ね完了しており、工事にも着手している。 
軟弱地盤等の対策検討、交差点位置・側道などの公安委員会との協議に伴う追

加工事により事業費が増大しているものの、事業効率性は確保しており、事業進
ちょくの阻害要因は見当たらず、早期完成に向けて引き続き事業進ちょくを図る。 

 

６ コスト縮減や代替案立案等の可能性等              

（１）コスト縮減の可能性 

   トンネル発生土を現場内の盛土に流用するなど、コスト縮減に配慮した設計
を進めてきたところであり、工事発注においても引き続きコスト縮減に努めな
がら事業を推進する。 

 
 （２）代替案の可能性 
   事前評価時に決定したルート案に基づき、令和５年度末で９８％（面積ベー

ス）の用地買収が完了見込みであり、工事にも着手しているので、現時点にお
けるルート変更の可能性はない。 
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７ 良好な環境の形成及び保全                    

（１）地球環境・自然環境 

車道幅員の拡幅により車両の走行速度の安定性が向上することで、排気ガス
（二酸化炭素等）の排出量削減が期待できる。  

また、緑豊かな山間地を通るため、大規模切土掘削の代替案としてトンネルを
整備することによって、地形の改変を最小限に抑える。 

掘削面についても、在来種に配慮した自然法面緑化により、自然環境と保全に
努める。 

 
（２）生活環境 

車道幅員の拡幅、歩道の設置により、誰もが安全に通行可能な交通環境の改
善を実現する。 

 

（３）地域個性・文化環境 

  トンネル工事実施時などに工事見学会等を積極的に開催し、この事業に対す
る地元住民の理解を深めていく。 
 

  

写真-６ 新白鳥トンネル（仮称）現場見学会 R5.11 月
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８ 総合評価（案）                           

（１）事業の進ちょく状況 

用地買収は概ね完了しており、トンネル本体工事にも着手するなど、事業進

ちょくにおける問題はない。 

 

（２）事業を巡る社会情勢の変化 

事業区間の交通量は、前回評価時より増加しており、他の府管理道路と比べ

て事故が多発する区間である。舞鶴市の地域振興を支援する拠点を結び、さら

に、機能強化を進めている舞鶴港の物流・人流を支える重要な路線とされてい

るが、平成 30 年 7 月の豪雨では道路法面の崩壊も発生しており、防災上から

も、本事業の必要性は高まっている。 

 

（３）事業の効果 

前回評価時から総費用・総便益ともに増えており、費用便益費が１．０を上

回るので、本事業の効率性は確保されている。 

また、東西市街地を結ぶ基幹的公共交通路線の安心・安全で円滑な交通を確

保することで、地域に活力を与えるとともに、大規模災害時における避難路と

しての活用も期待できる。 

  

（４）良好な環境の形成及び保全 

 円滑な通行環境を確保することで、車両の低速走行を解消し、CO2 排出量

削減を図る。また、地域の豊かな自然環境との調和を図るため、在来種に配慮

した法面緑化を予定するなど、自然環境の保存に努める。 

 
 
 
 
 
 

総合評価として本計画で事業を継続する必要がある。 
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『
わ

環』の公共事業構想ガイドライン評価シート 

 
 作成年月日  令和６年３月７日 

作 成 部 署       道路建設課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事 業 名 (主)小倉西舞鶴線 白鳥工区 地 区 名 舞鶴市字森～字上安 

概算事業費 約７４億円 事業期間 平成２６年度～令和１５年度 

事 業 概 要      
事業区間は幅員が狭小で歩道の無い、交通ネック箇所であり、今回の拡幅により、安心・安全で円

滑な通行環境を確保する。［延長1.4km、幅員13.0(17.5)m（4車線）］ 

目指すべき 
環境像 

当該地域は、緑豊かな事前環境と景観を有していることから、地形改変を最小限に抑え

るとともに、良好な生活環境を保全する。 

関連する 
公共事業 

重要港湾京都舞鶴港の整備 

小倉西舞鶴線（倉谷地区）4車線化事業、一般国道27号（西舞鶴道路） 

評 価 項 目  
 

施工地の環境特性と目標           
 

 
 

環境配慮・環境創造の 
ための措置内容 

 
環境 

 
評価 

 
 

 
主要な評価の視点 

選定 

要否 
 

 
地
球
環
境
・ 
自
然
環
境 

地球温暖化(CO2排出量等) ○ 
 

慢性的に渋滞しており、低速
走行による排気ガス排出量の削
減が必要 
 
 
 緑豊かな山間地を通るため、
自然環境の維持・保全が必要 
 

 
円滑な通行環境を確保し、車両

の走行速度が向上することから、
排気ガス（二酸化炭素等）の排出
量削減を図る。  

 
大規模切土掘削の代替案として

トンネルを整備することによって
、地形の改変を最小限に抑え、掘
削面についても、在来種に配慮し
た自然法面緑化により、自然環境
と景観の保全に努める。 
 

4 

地形・地質 ○ 3 

物質循環 (土砂移動)   

野生生物・絶滅危惧種   

生態系   

その他   

 
 

生 
 

活 
 

環 
 

境 

ユニバーサルデザイン ○ 
 
 トンネル前後は歩道が無く、
路肩も狭いため、歩行者・自転
車の交通環境の改善が必要 
 

慢性的に渋滞しており、低速
走行による排気ガス排出量の削
減が必要 
 
 工事中の騒音・振動の発生を
抑制し、生活環境への影響を最
小限に抑えることが必要 
 
 事業実施により発生する建設
発生土の抑制と再利用が必要 

 
 車道幅員の拡幅、歩道の設置に
より、誰もが安全に通行可能な交
通環境の改善を図る。 
  

円滑な通行環境を確保し、車両
の走行速度が向上することから、
排気ガス（窒素酸化物等）の排出
量削減を図る。 

 
工事実施時には、低騒音・低振

動型の機械を使用するなど、騒音  
振動の抑制に努める。 
 
工事で発生する土砂は盛土に活

用し、リサイクルに努める。 

４ 

水環境・水循環      

大気環境          〇 ４ 

土壌・地盤環境      

騒音・振動        ○ ３ 

廃棄物・リサイクル ○ ３ 

化学物質・粉じん等   

電磁波・電波・日照   

その他   

 
 

地
域
個
性
・ 
文
化
環
境 
 
 

景観 ○ 
 

緑豊かな山間地を通るため、
自然環境に調和した沿道景観の
形成が必要 

 
 事業実施にあたり、地域住民
の理解を得て、実施する必要が
ある。 

 
在来種に配慮した自然法面緑化

により、周辺の自然環境と調和の
とれた景観形成に努める。 

 
工事見学会を開催するなど、工

事に対する地元住民の理解を深め
ていただく。 

３ 

里山の保全   

地域の文化資産   

伝統的行祭事   

地域住民との協働 ○ ４ 

その他   

 
外部評価 
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 （別紙）

構想ガイドラインチェックリストの記載要領
1) 「施工地の環境特性と目標」欄：評価項目の「主要な評価の視点選定の考え方」に当てはまる項

目について、下記の記載要点を踏まえて施工地地の環境特性と目指すべき方向（環境目標）につい

ての点検を行い、できるだけ具体的に（例えば絶滅危惧種の名称等）記載すること。

2) 「環境配慮・環境創造のための措置内容」欄： 施工地の環境特性と目標」の記載内容に対応して「

実施しようとする回避措置や自然再生・環境創出等の方策について記載すること。

3) 「環境評価」欄：評価項目ごとの環境配慮の自己評価を記載する。

（改善；５、やや改善；４、現状維持；３、やや悪化；２、悪化；１）

評 価 項 目
「施工地の環境特性と目標」の記載要点

主要な評価の視点

地球温暖化 ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って温室効果ガス

（CO 排出量等） の著しい発生が予測されるため、発生抑制や吸収源の創出などが必要。2

地形・地質 ・地域の自然環境の基盤となっている地形・地質の維持・保全・改善・回復地

などが必要。球

・河川における土砂移動機能が良（又は不良）であるため、その維持（又は環 物質循環

土砂移動等） 改善）が必要。境 （

野生生物 ・京都府レッドデータブック掲載の「絶滅が危惧される野生生物」の生息地・

・絶滅危惧種 等が確認されたため、その維持・保全・改善・回復などが必要。自

生態系 ・地域生態系の維持・保全・改善・回復などが必要。然

環

その他 ・その他、施工地及び周辺地域における地球環境や自然環境の特性と目指す境
べき方向（環境目標）

ユニバーサルデザイ ・高齢者や障がい者など社会的弱者に配慮した施設構造としていくことが必

ン 要。

水環境・水循環 ・事業前の水環境・水循環が良（又は不良）であるため、その維持（又は改

善）が必要。

大気環境 ・事業前の大気環境が良（又は不良）であるため、その維持（又は改善）が

必要。生
土壌・地盤環境 ・事業前の土壌・地盤環境が良（又は不良～汚染、沈下、水脈分断など）の

ため、その維持（又は改善）が必要。活
騒音・振動 ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、騒音・振動

の発生が予測されるため、発生抑制が必要。環
廃棄物・リサイクル ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、建設廃棄物

の大量発生が予測されるため、発生抑制、再使用、リサイクルなどが必要。境
化学物質・粉じん ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、化学物質や

粉じんによる汚染が予測されるため、汚染の防止・抑制が必要。

電磁波・電波環境・ ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、電磁波、電

日照 波障害、日照障害が予測されるため、障害の防止・抑制が必要。

その他 ・その他 施工地及び周辺地域における生活環境の特性と目指すべき方向 環、 （

境目標）

景観 ・京都らしい自然景観や歴史的景観、都市景観が存在するため、その維持・

保全・改善・回復などが必要。

地域の文化資産 ・史跡や天然記念物、歴史的に重要な遺跡、古道、伝承、家屋(群)など地域地

固有の文化資産が存在するため、その維持・保全・改善・回復などが必要。域

里山の保全 ・多様な生物相や農村景観の重要な要素となっている里山が存在しているた個

め、その維持・保全・改善・回復などが必要。性

伝統的行祭事 ・地域の伝統的な行祭事等が行われているため、その維持・保全・改善・回・

復などが必要。文

地域住民との協働 ・事業の構想、設計、施工、管理などについて地域住民との協働が必要。化

環

その他 ・その他、施工地及び周辺地域における地域個性や文化環境の特性と目指す境
べき方向（環境目標 。）
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＜費用対効果分析説明資料＞ 

 

■費用便益分析結果総括表（事業全体） 

 

事業名 主要地方道 小倉西舞鶴線 白鳥工区 

事業所管課 道路建設課 

 
１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

（令和４年２月 国土交通省道路局、都市局） 

基準年 ２０２３年（令和５年） 

事業着手年 ２０１４年（平成２６年） 

事業完了予定年 ２０３３年（令和１５年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

 
２ 費用 ※１                     （単位：億円） 

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ６７．７※２ ４．０ ７１．７ 

基準年における現在価値

（Ｃ） 
６４．０ １．２ ６５．２ 

 

 

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 事業費の単純合計６７．７億円は、全体事業費７４．１億円から消費税相当額を費用か

ら控除している 

 
３ 便益 ※３                    （単位：億円） 

検討期間の総便益 

（単純合計） 
２５８．８ 

 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
７９．５ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

 

４ 費用便益分析比 

 

  

Ｂ／Ｃ ７９．５/６５．２ １．２ 
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●費用の内訳 

１事業費                       （単位：億円） 
 

単純合計 現在価値 

工事費 ５８．６ 

 用地・補償費 ５．７ 

その他経費 
（測量試験費等） 

３．４ 

合計 ６７．７ ６４．０ 

 
２維持管理費                     （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．０ １．２ 

 
３総費用                      （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

（Ｃ） ７１．７ ６５．２ 

 
●便益の内訳                     （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ２４８．５ ７６．３ 

走行経費減少便益 ８．３ ２．６ 

交通事故減少便益 ２．０ ０．６ 

合計（Ｂ） ２５８．８ ７９．５ 

 
走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮

された時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出さ
れる価値を金額換算したもの 

走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、
燃料、オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、
交通事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」
などの維持管理に要する費用 
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■費用便益分析結果総括表（残事業） 

 

事業名 主要地方道 小倉西舞鶴線 白鳥工区 

事業所管課 道路建設課 

 
１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

 
（令和４年２月 国土交通省道路局、都市局） 

基準年 ２０２３年（令和５年） 

事業着手年 ２０１４年（平成２６年） 

事業完了予定年 ２０３３年（令和１５年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

 
２ 費用 ※１                     （単位：億円） 

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ３４．１※２ ４．０ ３８．１ 

基準年における現在価値

（Ｃ） 
２７．４ １．２ ２８．６ 

 

 

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 事業費の単純合計３４．１億円は、残事業費３７．４億円から消費税相当額を費用から

控除している 

 
３ 便益 ※３                      （単位：億円） 

検討期間の総便益 

（単純合計） 
２５８．８ 

 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
７９．５ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

 
４ 費用便益分析比 

 

  

Ｂ／Ｃ ７９.５/２８.６ ２．８ 
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●費用の内訳 

１事業費                      （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

工事費 ３３．３ 

 用地・補償費 ０．１ 

その他経費 
（測量試験費等） 

０．７ 

合計 ３４．１ ２７．４ 

 
２維持管理費                    （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．０ １．２ 

 
３総費用                      （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

（Ｃ） ３８．１ ２８．６ 

 
●便益の内訳                     （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ２４８．５ ７６．３ 

走行経費減少便益 ８．３ ２．６ 

交通事故減少便益 ２．０ ０．６ 

合計（Ｂ） ２５８．８ ７９．５ 

 

走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮され
た時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出される価値

を金額換算したもの 
走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、燃料、

オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、交通
事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」な

どの維持管理に要する費用 
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■費用便益分析結果総括表（事業全体）【参考：社会的割引率 ２％】 

 

事業名 主要地方道 小倉西舞鶴線 白鳥工区 

事業所管課 道路建設課 

 
１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

 
（令和４年２月 国土交通省道路局、都市局） 

基準年 ２０２３年（令和５年） 

事業着手年 ２０１４年（平成２６年） 

事業完了予定年 ２０３３年（令和１５年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

 
２ 費用 ※１                     （単位：億円） 

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ６７．７※２ ４．０ ７１．７ 

基準年における現在価値

（Ｃ） 
６６．４ ２．１ ６８．５ 

 

 

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 消費税相当額は費用から控除している 

 
３ 便益 ※３                    （単位：億円） 

検討期間の総便益 

（単純合計） 
２５８．８ 

 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
１３７．５ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

 
４ 費用便益分析比 

 

  

Ｂ／Ｃ １３７．５/６８．５ ２．０ 
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●費用の内訳 

１事業費                      （単位：億円） 
 単純合計 現在価値 

工事費 ５８．６ 

 用地・補償費 ５．７ 

その他経費 
（測量試験費等） 

３．４ 

合計 ６７．７ ６６．４ 

 
２維持管理費                    （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．０ ２．１ 

 
３総費用                      （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

（Ｃ） ７１．７ ６８．５ 

 
●便益の内訳                     （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ２４８．５ １３２．１ 

走行経費減少便益 ８．３ ４．４ 

交通事故減少便益 ２．０ １．０ 

合計（Ｂ） ２５８．８ １３７．５ 

 

走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮され
た時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出される価値

を金額換算したもの 
走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、燃料、

オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、交通
事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」な

どの維持管理に要する費用 
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■費用便益分析結果総括表（残事業）【参考：社会的割引率 ２％】 

 

事業名 主要地方道 小倉西舞鶴線 白鳥工区 

事業所管課 道路建設課 

 
１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

 
（令和４年２月 国土交通省道路局、都市局） 

基準年 ２０２３年（令和５年） 

事業着手年 ２０１４年（平成２６年） 

事業完了予定年 ２０３３年（令和１５年） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

 
２ 費用 ※１                     （単位：億円） 

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 ３４．１※２ ４．０ ３８．１ 

基準年における現在価値

（Ｃ） 
３０．５ ２．１ ３２．６ 

 

 

※１ 事業費、維持管理の内訳は次頁のとおり 

※２ 事業費の単純合計３４．１億円は、残事業費３７．４億円から消費税相当額を費用から

控除している 

 
３ 便益 ※３                     （単位：億円） 

検討期間の総便益 

（単純合計） 
２５８．８ 

 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
１３７．５ 

※３ 便益の内訳は次頁のとおり 

 

４ 費用便益分析比 

 

  

Ｂ／Ｃ １３７.５/３２.６ ４．２ 
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●費用の内訳 

１事業費                      （単位：億円） 
 単純合計 現在価値 

工事費 ３３．３ 

 用地・補償費 ０．１ 

その他経費 
（測量試験費等） 

０．７ 

合計 ３４．１ ３０．５ 

 
２維持管理費                    （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

維持管理費 ４．０ ２．１ 

 
３総費用                      （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

（Ｃ） ３８．１ ３２．６ 

 
●便益の内訳                     （単位：億円） 

 単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ２４８．５ １３２．１ 

走行経費減少便益 ８．３ ４．４ 

交通事故減少便益 ２．０ １．０ 

合計（Ｂ） ２５８．８ １３７．５ 

 

走行時間短縮便益：道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮され
た時間を仕事など他の目的に費やすことができることで生み出される価値

を金額換算したもの 
走行経費減少便益：走行時間や走行距離が短縮されることによって節約することができる、燃料、

オイル、タイヤ等に係る経費 

交通事故減少便益：道路が整備されることによって交通事故が減少するといった観点から、交通
事故による社会的損失を金額換算したもの 

維 持 管 理 費：供用後 50 年間の、「道路維持費」、「道路清掃費」、「照明費」、「補修費」な

どの維持管理に要する費用 

 

 
 
 
 
 


